
第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

１ はじめに 

平成11年に国が制定した「男女共同参画社会基本法」で

は、その前文において“男女共同参画社会の実現を21世紀

の我が国社会を決定する最重要課題として位置付け、社会

のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を図っていくことが重要”とうたっています。 

これは、男性も女性も、ともに社会の対等な構成員として

責任を担うべき社会、また実質的平等な社会を形成していく

ことを目的としています。 

こうした法に基づく理念を受け、恵庭市においても、平成

15年7月に「恵庭市の男女が平等に暮らすために共に歩む

条例」を制定し、「恵庭市男女共同参画基本計画」のもと、

教育や労働、介護、子育てといったあらゆる分野における男

女共同参画の啓発を進めてきました。条例制定に伴う基本

計画の策定から12年が経過し、さまざまな分野において、男

女の社会的役割の新しい発想が定着しつつあるようです。 

ここで、改めて今後、推進すべき恵庭市の男女共同参画

のあり方を明確にした上で、新たな「恵庭市男女共同参画基

本計画」を定めるものです。 

１ はじめに 

平成11年に国が制定した「男女共同参画社会基本法」で

は、その前文において“男女共同参画社会の実現を21世紀

の我が国社会を決定する最重要課題として位置付け、社会

のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を図っていくことが重要”とうたっています。 

これは、男性も女性も、ともに社会の対等な構成員として

責任を担うべき社会、また実質的平等な社会を形成していく

ことを目的としています。 

こうした法に基づく理念を受け、恵庭市においても、平成

15年7月に「恵庭市の男女が平等に暮らすために共に歩む

条例」を制定し、「恵庭市男女共同参画基本計画」のもと、

教育や労働、介護、子育てといったあらゆる分野における男

女共同参画の啓発を進めるとともに、平成28年3月に「第2

次恵庭市男女共同参画基本計画」を策定し、様々な女性

関係団体等との連携のもと各種施策に取り組んでいます。

男女共同参画を取りまく社会情勢は、目まぐるしく変化して

います。最近では、令和元年5月に「女性活躍推進法」等の

一部改正が行われています。 

この度、第 2次恵庭市男女共同参画基本計画が中間年

度を迎えることから、男女共同参画社会の形成の促進に向

けた国や道、本市の動向等のほか、令和2年からの新型コロ

ナウイルス感染症拡大による女性への影響、女性の活躍推

進や性的マイノリティへの理解促進などの新たな課題にも取

り組んでいくため、中間見直しを行うことといたしました。

計画書 P.2～4 

近年の男女共同参画を

取り巻く状況に基づき中

間見直しを行う旨追記。 
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

２ 基本的な考え方 

(1) 基本目標 

 この計画の基本目標は、次のとおりです｡ 

① 男女の人権の尊重 

② 男女が平等に社会参加するための環境づくり 

③ 男女が平等に安心して暮らせる環境づくり 

④ 男女共同参画の視点に基づく教育･学習の充実 

⑤ 生涯にわたる健康の支援 

⑥ 男女共同参画の視点に基づいた国際交流･協力の

推進 

⑦ 女性の職業生活における活躍の推進 

⑧ 推進体制の確立 

男女共同参画の推進については、今なお、男女共同参画

社会基本法前文に述べられているように、“日本国憲法に個

人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向

けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、

着実に進められてきましたが、なお一層の努力が必要とされ

ている”といった状況にあります。 

これまでの取り組みによって、制度上は男女平等が進み、市

民意識も少しずつ変化していますが、いまだ慣習やしきたりを

拭いきれず男女間の不平等はいたるところに残っており、より

いっそう実効性のある積極的改善措置(ポジティブ・アクショ

ン)を推進しなければなりません。

２ 基本的な考え方 

(1) 基本目標 

 この計画の基本目標は、次のとおりです｡ 

① 男女の人権の尊重 

② 男女が平等に社会参加するための環境づくり 

③ 男女が平等に安心して暮らせる環境づくり 

④ 男女共同参画の視点に基づく教育･学習の充実 

⑤ 生涯にわたる健康の支援 

⑥ 男女共同参画の視点に基づいた国際交流･協力の

推進 

⑦ 女性の職業生活における活躍の推進 

⑧ 推進体制の確立 

男女共同参画の推進については、今なお、男女共同参画

社会基本法前文に述べられているように、“日本国憲法に個

人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向

けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、

着実に進められてきましたが、なお一層の努力が必要とされ

ている”といった状況にあります。 

これまでの取り組みによって、制度上は男女平等が進み、市

民意識も少しずつ変化していますが、いまだ慣習やしきたりを

拭いきれず男女間の不平等はいたるところに残っており、より

いっそう実効性のある積極的改善措置(ポジティブ・アクショ

ン) が推進されてきたところです。

その結果、社会全体で女性の動きが拡大し、社会全体が 

大きく変わりつつあります。さらに、平成27年8月には、女性

表現の修正 
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

恵庭市では、これまでも女性の社会参加促進のために、

学校教育や社会教育における男女共同参画意識の推進を

はじめとして、職場での男女平等を保障する男女雇用機会

均等法などに基づく一連の施策、女性の社会進出を保障す

るための少子高齢化対策など、様々な取り組みを行ってきま

した。 

今後は、これらの取り組みに加え、防災分野への女性参画

が求められています。東日本大震災を含む過去の災害で、

浮き彫りになった男女のニーズの違いと、女性をめぐる諸問

題の解決が必要とされ、国では平成25年に「男女共同参画

の視点からの防災・復興の取組指針」を作成しました。 

このたび第2期目となる恵庭市の男女共同参画基本計画

では、社会情勢を鑑みながら、これまで実施してきた施策や

事業の継続と拡大、そして新たな視点での発展的かつ総合

的な見直しがさらに必要となります。こうして精査された施策

や事業へ重点的、集中的に取り組んでいきます。 

次に、それぞれの基本目標の構成について考えてみま

す。 

基本目標は、平成15年7月に制定した「恵庭市の男女が平

等に暮らすために共に歩む条例」第3条に定める基本理念を

の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の策定

を事業主に義務付ける、「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（女性活躍推進法）」が成立し、男女共同

参画社会の実現に向けた取り組みは新たな段階に入りまし

た。 

恵庭市では、これまでも女性の社会参加促進のために、

学校教育や社会教育における男女共同参画意識の推進を

はじめとして、職場での男女平等を保障する男女雇用機会

均等法などに基づく一連の施策、女性の社会進出を保障す

るための少子高齢化対策など、様々な取り組みを行ってきま

した。 

今後は、これらの取り組みに加え、防災分野への女性参

画が求められています。東日本大震災を含む過去の災害

で、浮き彫りになった男女のニーズの違いと、女性をめぐる諸

問題の解決が必要とされ、国では平成25年に「男女共同参

画の視点からの防災・復興の取組指針」を作成しています。

〇〇〇〇第2期目となる恵庭市の男女共同参画基本計

画では、このような社会情勢を鑑みながら、これまで実施し

てきた施策や事業の継続と拡大、そして新たな視点での発

展的かつ総合的な見直しがさらに必要となります。こうして精

査された施策や事業へ重点的、集中的に取り組みを進めて

いきます。 

次に、それぞれの基本目標の構成について考えてみま

す。 

基本目標は、平成15年7月に制定した「恵庭市の男女が平

等に暮らすために共に歩む条例」第3条に定める基本理念を

女性活躍推進法の記述

追記 

表現の修正 
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

計画という形に合わせて表現しています。すなわち、基本

理念を実現するために様々な施策･事業を行いますが、この

施策の方向性をまとめたものを基本目標としています。 

なお、基本目標のⅧに設定している「推進体制の確立」は

条例第3条の基本理念には掲げられていませんが、他の基

本目標の実現を期すために、あえて別に掲げるものです。さ

らに、基本目標Ⅶについても同じく条例第3条の基本理念に

は掲げられていませんが、平成27年8月に制定された「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律」に関連して、

企業へ女性登用を促すための新たな目標として掲げることと

します。 

基本目標Ⅰ 男女の人権の尊重 

基本目標Ⅱ 男女が平等に社会参加するための環境づ

くり 

基本目標Ⅲ 男女が平等に安心して暮らせる環境づくり 

基本目標Ⅳ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習

の充実 

基本目標Ⅴ 生涯にわたる健康の支援 

基本目標Ⅵ 男女共同参画の視点に基づいた国際交

流・協力の推進 

基本目標Ⅶ 女性の職業生活における活躍の推進 

基本目標Ⅷ 推進体制の確立 

(２) 計画の性格 

この計画の性格は、次のとおりです｡ 

① 男女共同参画社会基本法及び恵庭市の男女が平

等に暮らすために共に歩む条例に基づきます。

計画という形に合わせて表現しています。すなわち、基本理

念を実現するために様々な施策･事業を行いますが、この施

策の方向性をまとめたものを基本目標としています。 

なお、基本目標のⅧに設定している「推進体制の確立」は

条例第3条の基本理念には掲げられていませんが、他の基

本目標の実現を期すために、あえて別に掲げるものです。さ

らに、基本目標Ⅶについても同じく条例第3条の基本理念に

は掲げられていませんが、平成27年8月に制定された「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律」に関連して、

企業へ女性登用を促すための新たな目標として掲げることと

します。 

基本目標Ⅰ 男女の人権の尊重 

基本目標Ⅱ 男女が平等に社会参加するための環境づ

くり 

基本目標Ⅲ 男女が平等に安心して暮らせる環境づくり 

基本目標Ⅳ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習

の充実 

基本目標Ⅴ 生涯にわたる健康の支援 

基本目標Ⅵ 男女共同参画の視点に基づいた国際交

流・協力の推進 

基本目標Ⅶ 女性の職業生活における活躍の推進 

基本目標Ⅷ 推進体制の確立 

(２) 計画の性格 

この計画の性格は、次のとおりです｡ 

① 男女共同参画社会基本法及び恵庭市の男女が平

等に暮らすために共に歩む条例に基づきます。

第 1次計画から第 2次

計画策定の際の目標設

定の文言であるため削

除 
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

② 恵庭市総合計画と整合性を図っています。 

③ 長期的かつ総合的に推進することとします。 

男女共同参画社会基本法第14条第3項では、「市町村

は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計

画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるよう努めな

ければならない。」とされています。また、恵庭市の男女が平

等に暮らすために共に歩む条例第10条では、「男女共同参

画を総合的に進めるため、基本となる計画（以下「基本計

画」といいます。）を作らなければなりません。」とされていま

す。この計画は、これらの規定に基づくものです｡ 

男女共同参画社会基本法には「男女が、互いにその人権

を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個

性と能力を十分に発揮することができる」とされています。つ

まり、性別が持つイメージにとらわれず一人ひとりが平等に扱

われるべきであるという考え方です。 

これは、子育てや雇用、健康支援、障害福祉、教育、防

災、貧困対策、農林水産業、科学技術などといった私たちの

実生活に関わるあらゆる分野で、常に男女共同参画の意識 

を持ち、昔ながらの慣習を変えていこうというものです。 

第5期恵庭市総合計画においては、「基本目標Ⅱ 誰もが健

康で安全安心に暮らせるまちー07 助け合いいのちを大切

にするまち」として、住み慣れた地域で安心して暮らせる地

② 恵庭市総合計画と整合性を図っています。 

③ 長期的かつ総合的に推進することとします。 

④ 「持続的な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に資する取り

組みを推進することとします。

男女共同参画社会基本法第14条第3項では、「市町村

は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計

画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるよう努めな

ければならない。」とされています。また、恵庭市の男女が平

等に暮らすために共に歩む条例第10条では、「男女共同参

画を総合的に進めるため、基本となる計画（以下「基本計

画」といいます。）を作らなければなりません。」とされていま

す。この計画は、これらの規定に基づくものです｡ 

男女共同参画社会基本法には「男女が、互いにその人権

を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個

性と能力を十分に発揮することができる」とされています。つ

まり、性別が持つイメージにとらわれず一人ひとりが平等に扱

われるべきであるという考え方です。 

これは、子育てや雇用、健康支援、障害福祉、教育、防災、

貧困対策、農林水産業、科学技術などといった私たちの実

生活に関わるあらゆる分野で、常に男女共同参画の意識を

持ち、昔ながらの慣習を変えていこうというものです。 

第5期恵庭市総合計画においては、「基本目標Ⅱ 誰もが

健康で安全安心に暮らせるまち－07 助け合いいのちを大

切にするまち」として、住み慣れた地域で安心して暮らせる地

（追加） 

第 3次北海道男女平等

参画基本計画に位置付

け
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

域社会の形成に努めることとしています。近年では、男

性、女性というだけではなく、「第3の性」といわれる言葉もで

き、「性」に対する理解も目まぐるしく変化してきていますが、

恵庭市が定める条例のとおり、家庭や地域だけではなく、社

会全体の取り組みとして、長期間にわたり意識啓発を続けて

いく必要があります。 

(３) 計画の期間 

この計画の期間は、平成28年度から平成37年度までの

10年間とします。 

※ただし、5年ごとに見直しを行います。 

男女共同参画に係る施策は、極めて幅広く、かつ、長期

的な継続を要します。したがって、まちづくりの観点からは、

総合計画と整合性を保つべきであり、様々な施策を実施す

るための体制や予算の配分が必要となります。 

また、性差についての考え方は、想像以上の速さで日々変

化しており、時代に沿わない点が多々出てきてしまう恐れが

あることから、中間年に基本計画の見直しを行うこととしま

す。 

域社会の形成に努めることとしています。近年では、男性、

女性というだけではなく、「第3の性」といわれる言葉もでき、

「性」に対する理解も目まぐるしく変化してきていますが、恵庭

市が定める条例のとおり、家庭や地域だけではなく、社会全

体の取り組みとして、長期間にわたり意識啓発を続けていく

必要があります。 

また、男女共同参画社会の形成に向け平成27年9月に

国連で採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」におい

て、政治、経済、公共分野での意思決定の場において完全

かつ効果的な女性参画等をターゲットとした「ジェンダー平

等」などの目標が定められたところであり、男女共同参画は

国際的な取り組みであります。 

(３) 計画の期間 

この計画の期間は、平成28年度から令和7年度までの10

年間とします。 

男女共同参画に係る施策は、極めて幅広く、かつ、長期

的な継続を要します。したがって、まちづくりの観点からは、

総合計画と整合性を保つべきであり、様々な施策を実施す

るための体制や予算の配分が必要となります。 

また、性差についての考え方は、想像以上の速さで日々

変化しており、時代に沿わない点が多々出てきてしまう恐れ

があることから、中間年となる令和2年度中に基本計画の見

直しを行います。 

（追加） 

SDGs に係る記述 

一部追加、削除 

計画期間に係る表記変

更 
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

３ 計画のめざす姿と体系 

「２ 基本的な考え方」で掲げた基本目標のめざす姿と体

系は、次のとおりです。 

基本目標に従い、それぞれの目標を達成するための重点

課題と施策の方向を掲げます。具体的な施策･事業は、それ

ぞれの施策の方向ごとにまとめます｡ 

３ 計画のめざす姿と体系 

「２ 基本的な考え方」で掲げた基本目標のめざす姿と体

系は、次のとおりです。 

基本目標に従い、それぞれの目標を達成するための重点

課題と施策の方向を掲げます。具体的な施策･事業は、それ

ぞれの施策の方向ごとにまとめます｡ 
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

■性別にとらわれず、お互いの生き方を認め合い、家事、育児、介護を協力

して行う家庭 

■ドメスティック・バイオレンスや、あらゆる暴力のない安心な家庭 

■お互いの性を尊重し、女性の健康と権利が守られる家庭 

■児童、生徒をはじめ教職員が性別による役割にしばられず、一人ひとりの

個性や能力と人権を大切にする教育を実践する学校 

■お互いの性を尊重する学習が、しっかりと行われる学校 

■採用、賃金、昇進、教育、配置などについて性別による差別がなく、個人の

能力と個性が大切にされる職場 

■あらゆるハラスメントがなく、男女がそれぞれの人格を認め合って安心して

働ける職場 

■男女が共に、育児や介護をしながら仕事と家庭を両立できる職場 

■性別による役割にしばられず、活動の企画や決定に男女が対等に参画で

きる地域 

■お互いに協力しながら、あらゆるハラスメントや暴力をなくすことに取り組む

地域 

■防災や環境保全に男女の視点が反映される地域 

■性別による役割分担や差別が行われないよう気を配りながら、積極的に男

女共同参画を進める市役所 

■市がお願いする審議会などの委員について、男女の人数が一方に偏らな

い市役所 

■性別にとらわれず、お互いの生き方を認め合い、家事、育児、介護を協力

して行う家庭 

■ドメスティック・バイオレンスや、あらゆる暴力のない安心な家庭 

■お互いの性を尊重し、女性の健康と権利が守られる家庭 

■児童、生徒をはじめ教職員が性別による役割にしばられず、一人ひとりの

個性や能力と人権を大切にする教育を実践する学校 

■お互いの性を尊重する学習が、しっかりと行われる学校 

■採用、賃金、昇進、教育、配置などについて性別による差別がなく、個人の

能力と個性が大切にされる職場 

■あらゆるハラスメントがなく、男女がそれぞれの人格を認め合って安心して

働ける職場 

■男女が共に、育児や介護をしながら仕事と家庭を両立できる職場 

■性別による役割にしばられず、活動の企画や決定に男女が対等に参画で

きる地域 

■お互いに協力しながら、あらゆるハラスメントや暴力をなくすことに取り組む

地域 

■防災や環境保全に男女の視点が反映される地域 

■性別による役割分担や差別が行われないよう気を配りながら、積極的に男

女共同参画を進める市役所 

■市がお願いする審議会などの委員について、男女の人数が一方に偏らな

い市役所 

計画書 P.7 
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

追記 

取り組みの追加 

文言修正 

新

めざす姿

職場のめざす姿

家庭のめざす姿

家庭のめざす姿

地域のめざす姿

市役所のめざす姿

市役所のめざす姿

家庭のめざす姿

家庭のめざす姿

地域のめざす姿

地域のめざす姿

地域のめざす姿

地域のめざす姿

家庭のめざす姿

地域のめざす姿

職場のめざす姿

地域のめざす姿

家庭のめざす姿

家庭のめざす姿

家庭のめざす姿

1

審議会等の委員へ女性を登用します

女性職員を登用します

雇用の場における男女均等な機会と待遇の
確保を進めます

男女が働きやすい就労環境づくりを進めま
す

女性の働く意識の向上と就業機会の拡大を
進めます

子育てを支援するための施策を進めます

高齢社会を生き生きと健康で暮らすための
施策を進めます

①

①

①

①

②

②

職場のめざす姿

地域のめざす姿

安心して子育てができる環境整
備

地域のめざす姿

地域のめざす姿

家庭のめざす姿

地域のめざす姿

家庭のめざす姿

③

②

②

④
偏見や差別のない地域社会づくりを推進し
ます

地域のめざす姿

介護を支援するための施策を進めます

環境保全に関する情報を提供します

1

男女共同参画の視点に基づいた
意識づくり

2

1

2

政策・方針決定過程等への女性
の参画拡大

就業における男女共同参画を促
進するための環境づくり

防災分野・防災現場への参画推
進

環境分野への啓発と参画の推進

3

4

5

性別による差別やあらゆる暴力の
根絶

地域社会における男女共同参画
の推進

2
高齢者や障がい者等が生き生き
と安心して暮らせる環境の整備

基本目標 重点課題 取り組み

① 啓発活動を充実させます

② 相談体制を充実させます

①

②
メディアにおける人権を尊重した表現への
啓発を行います

男女共同参画の視点に基づいた広報活動
を進めます

①

①

①

③
障がい者の生活支援と住みよいまちづくりを
進めます

地域コミュニティ活動における男女平等と男
女が共に参加することを促進します

防災意識向上の学習機会を提供します

防災分野での女性人材の登用を進めます

Ⅰ男女の人権の尊重

Ⅱ男女が平等に

社会参加するための

環境づくり

Ⅲ男女が平等に

安心して暮らせる

環境づくり
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

重点課題・取り組みの追

加 

重点課題・取り組みの追

加 
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

計画の内容 

基本目標 Ⅰ 男女の人権の尊重
男女が共同して社会づくりをする基本は、お互いの人権の

尊重です。憲法で保障する人権が、実際に尊重される社会

となるよう啓発や相談体制を充実させます。 

１．性別による差別や暴力の根絶 

家庭や職場、学校、地域などいろいろな場所で、性別に

よる差別や暴力をなくすように、啓発活動や相談体制の充

実に努めます。 

取り組み① 啓発活動を充実させます 

性別による差別や暴力をなくし、憲法で保障する人

権が守られるよう多様な媒体により啓発に努め、差別や

暴力の根絶をめざします。 

取り組み② 相談体制を充実させます 

ホームページでの情報提供のほか、電話相談などの

相談窓口を開設するとともに、相談員の能力向上と関

係機関との連携を強化して女性の人権を守ります｡ 

計画の内容 

基本目標 Ⅰ 男女の人権の尊重
男女が共同して社会づくりをする基本は、お互いの人権の

尊重です。憲法で保障する人権が、実際に尊重される社会

となるよう啓発や相談体制を充実させます。 

１．性別による差別やあらゆる暴力の根絶 

家庭や職場、学校、地域などいろいろな場所で、性別に

よる差別や暴力をなくすように、啓発活動や相談体制の充

実に努めます。 

取り組み① 啓発活動を充実させます 

性別による差別や暴力をなくし、憲法で保障する人

権が守られるよう多様な媒体の活用や道や関係機関・

団体における取組状況等について情報収集を行うなど

啓発に努め、差別や暴力の根絶をめざします。 

取り組み② 相談体制を充実させます 

ホームページでの情報提供のほか、電話相談などの

相談窓口を開設するとともに、相談員の能力向上と関

係機関との連携を強化して女性の人権を守ります｡ 

計画書Ｐ.10～１9 

文言修正 

文言追加 

（道などの取り組みの情

報収集） 

-11-



第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

２．男女共同参画の視点に基づいた意識づくり 

男女が、お互いの人権を尊重し、だれもが協力しあえるよう

になるためには、毎日接する情報が大切です。市が発行す

る広報誌をはじめ様々な情報が男女共同参画の視点でつく

られるように、啓発に努めます｡ 

取り組み① 男女共同参画の視点に基づいた広報活動

を進めます 

広報誌や出前講座、ホームページなど様々な方法

で啓発に努めます。市が作成する文書は、常に、男女

の人権の尊重と男女共同参画に配慮するように努めま

す｡ 

取り組み② メディアにおける人権を尊重した表現への

啓発を行います 

メディアに対し、女性への暴力を容認したり、誘引し

たりするような表現にならないよう、また、男女ともに人

権を侵害しないような表現への配慮を求めていきます。 

基本目標 Ⅱ 男女が平等に社会参加する

ための環境づくり
男女が本当に平等な社会をつくるためには、女性も公的

な政策決定の場で発言するとともに、経済的にも自立できる

力をつけて社会参加することが大切です。意欲のある女性が

社会参加しやすい環境づくりをします。 

２．男女共同参画の視点に基づいた意識づくり 

男女が、お互いの人権を尊重し、だれもが協力しあえるよう

になるためには、毎日接する情報が大切です。市が発行す

る広報誌をはじめ様々な情報が男女共同参画の視点でつく

られるように、啓発に努めます｡ 

取り組み① 男女共同参画の視点に基づいた広報活動

を進めます 

広報誌や出前講座、ホームページなど様々な方法

で啓発に努めます。市が作成する文書は、常に、男女

の人権の尊重と男女共同参画に配慮するように努めま

す｡ 

取り組み② メディアにおける人権を尊重した表現への

啓発を行います 

メディアに対し、女性への暴力を容認したり、誘引し

たりするような表現にならないよう、また、男女ともに人

権を侵害しないような表現への配慮を求めていきます。 

基本目標 Ⅱ 男女が平等に社会参加する

ための環境づくり 
男女が本当に平等な社会をつくるためには、女性も公的

な政策決定の場で発言するとともに、経済的にも自立できる

力をつけて社会参加することが大切です。意欲のある女性

が社会参加しやすい環境づくりをします。
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

１．政策・方針決定過程等への女性の参画拡大 

政策や方針の企画や決定に女性も参加することができる

ように、市の審議会等の委員や女性職員の登用に努めま

す｡ 

取り組み① 審議会等の委員へ女性を登用します

登用率の目標値を設定し、審議会等の選出基準の

見直しをします。 

取り組み② 女性職員を登用します 

女性職員が活躍しやすい環境づくりを進めるチーム

への参加や昇任試験の出願を奨励します。 

２．就業における男女共同参画を促進するための環境づく

り 

男女が平等に能力を発揮し、評価され、共に働きやすい

環境をつくるとともに、女性がもっと積極的に職場へ進出す

る意欲がもてるように、就業機会の拡大に努めます｡ 

取り組み① 雇用の場における男女均等な機会と待

遇の確保を進めます 

雇用の場において、男女が均等な機会と待遇を受

けることができるように、パート社員を含む労働条件の

調査を行います。また、雇用者と労働者の双方に男女

平等・機会均等の啓発を行います。さらに、主として農

業に従事している女性を対象に研修を行ったり、家族

経営協定の締結などを促進します。 

１．政策・方針決定過程等への女性の参画拡大 

政策や方針の企画や決定に女性も参加することができる

ように、市の審議会等の委員や女性職員の登用に努めま

す｡ 

取り組み① 審議会等の委員へ女性を登用します

登用率の目標値を設定し、審議会等の選出基準の

見直しをします。 

取り組み② 女性職員を登用します 

女性職員が活躍しやすい環境づくりを進めるチーム

への参加や昇任試験の出願を奨励します。 

２．就業における男女共同参画を促進するための環境づく

り 

男女が平等に能力を発揮し、評価され、共に働きやすい

環境をつくるとともに、女性がもっと積極的に職場へ進出す

る意欲がもてるように、就業機会の拡大に努めます｡ 

取り組み① 雇用の場における男女均等な機会と待

遇の確保を進めます 

雇用の場において、男女が均等な機会と待遇を受

けることができるように、パート社員を含む労働条件の

調査を行います。また、雇用者と労働者の双方に男

女平等・機会均等の啓発を行います。さらに、主として

農業に従事している女性を対象に研修を行ったり、家

族経営協定の締結などを促進します。
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

取り組み② 男女が働きやすい就労環境づくりを進め

ます 

男性も女性も、安心して働くには、業務の効率化やコ

ミュニケーションの活性化など、職場と家庭が両立しや

すい環境の整備が大切です。男女ともに育児休暇や

介護休暇が取得しやすい環境を整備するほか、あらゆ

るハラスメントの防止など男女が安心して働けるよう

に、雇用者と労働者の双方に情報を提供し、啓発に努

めます｡ 

取り組み③ 女性の働く意識の向上と就業機会の拡

大を進めます 

家庭にいる女性が職につきたくても職業経験や技

術、知識の欠如などにより、希望する職がなかなか見

つかりません。意欲のある女性からの相談に応じて、

求人情報を提供するとともに、労働に関する諸制度や

再就労前研修などの支援制度についての情報を提供

します。また、転職や起業を希望している女性に対して

も情報を提供します。 

取り組み② 男女が働きやすい就労環境づくりを進め

ます 

男性も女性も、安心して働くには、業務の効率化やコ

ミュニケーションの活性化など、職場と家庭が両立しや

すい環境の整備が大切です。男女ともに育児休暇や

介護休暇が取得しやすい環境を整備するほか、あらゆ

るハラスメントの防止など男女が安心して働けるよう

に、雇用者と労働者の双方に情報を提供し、啓発に努

めます｡ 

取り組み③ 女性の働く意識の向上と就業機会の拡

大を進めます 

家庭にいる女性が職につきたくても職業経験や技

術、知識の欠如などにより、希望する職がなかなか見

つかりません。また、女性のライフイベントに関わりなく

意欲のある者が働けるように女性からの相談に応じ

て、求人情報を提供するとともに、労働に関する諸制

度や再就労前研修などの支援制度についての情報を

提供します。また、転職や起業を希望している女性に

対しても情報を提供します。

取り巻く情勢を追記 
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

基本目標 Ⅲ 男女が平等に安心して暮らせ

る環境づくり 
性別による固定的な役割分担意識が、女性に対して家

事、育児、介護などの負担を過度にかけています。男女が共

に、職業と家庭を両立し、安心して暮らせる環境づくりをしま

す。 

また、被災時や復興段階における男女のニーズの違いに

応じた防災体制の確立と、環境保全の意識啓発を進めま

す。 

１．安心して子育てができる環境整備 

男女が共に、職業と家庭を両立し、安心して子育てがで

きるように、子育て環境の整備に努めます。また、男性の

子育てを支援します。 

取り組み① 子育てを支援するための施策を進めま

す 

急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担

う子どもを安心して生み育てる環境づくりや情報の提

供に努めます｡ 

２．高齢者や障がい者が生き生きと安心して暮らせる環境

の整備 

だれもが安心して暮らせるよう高齢者や障がい者などに

も住みよい環境を整備するよう努めます。 

基本目標 Ⅲ 男女が平等に安心して暮らせ

る環境づくり 
性別による固定的な役割分担意識が、女性に対して家

事、育児、介護などの負担を過度にかけています。男女が共

に、職業と家庭を両立し、安心して暮らせる環境づくりをしま

す。 

また、被災時や復興段階における男女のニーズの違いに

応じた防災体制の確立と、環境保全の意識啓発を進めま

す。 

１．安心して子育てができる環境整備 

男女が共に、職業と家庭を両立し、安心して子育てがで

きるように、子育て環境の整備に努めます。また、男性の

子育てを支援します。 

取り組み① 子育てを支援するための施策を進めま

す 

急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担

う子どもを安心して生み育てる環境づくりや情報の提

供に努めます｡ 

２．高齢者や障がい者等が生き生きと安心して暮らせる環

境の整備 

だれもが安心して暮らせるよう高齢者や障がい者などに

も住みよい環境を整備するよう努めます。

記述追加 
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

取り組み① 高齢社会を生き生きと健康で暮らすため

の施策を進めます 

豊かで活力ある高齢社会を築くため、高齢者が他

世代とともに支えあいながら可能な限り自立し、安心し

て地域で生活するための環境の整備を図ります｡ 

取り組み② 介護を支援するための施策を進めます 

高齢化の進展とともに要介護者が増加していく中、

介護を要する状態となってもできる限り、個人を尊重し

た日常生活を営めるよう介護を社会全体で支える環

境の整備を図ります｡ 

取り組み③ 障がい者の生活支援と住みよいまちづく

りを進めます 

障がいのある人が家庭や地域で自立した生活を送

り、社会参加ができるように、サービスの向上とだれに

も住みよいまちづくりに努めます。 

３．地域社会における男女共同参画の推進 

地域社会では、世代や価値観の異なる人々が互いに支え

あって活動しています。男女の差別なく活動が進められるよ

うに努めます｡ 

取り組み① 高齢社会を生き生きと健康で暮らすため

の施策を進めます 

豊かで活力ある高齢社会を築くため、高齢者が他

世代とともに支えあいながら可能な限り自立し、安心し

て地域で生活するための環境の整備を図ります｡ 

取り組み② 介護を支援するための施策を進めます 

高齢化の進展とともに要介護者が増加していく中、

介護を要する状態となってもできる限り、個人を尊重し

た日常生活を営めるよう介護を社会全体で支える環

境の整備を図ります｡ 

取り組み③ 障がい者の生活支援と住みよいまちづく

りを進めます 

障がいのある人が家庭や地域で自立した生活を送

り、社会参加ができるように、サービスの向上とだれに

も住みよいまちづくりに努めます。 

取り組み④ 偏見や差別のない地域社会づくりを 

推進します

  LGBT等を理由とする偏見や差別を無くしていくた

め、リーフレット等を活用して積極的な啓発活動を推

進します。 

３．地域社会における男女共同参画の推進 

地域社会では、世代や価値観の異なる人々が互いに支え

あって活動しています。男女の差別なく地域コミュニティ活動

が進められるように努めます｡

（追加） 

ＬＧＢＴ等の性的マイノリ

ティに対する理解を深め

る取り組みを追加 

文言追加 
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２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

取り組み① 地域活動における男女平等と男女が共

に参加することを促進します 

男女共同参画について地域として取り組み、男女

が平等に、性別による役割分担にしばられず、自ら進

んで活動ができる地域社会づくりをめざします。 

４．防災分野・防災現場への参画推進 

過去の震災被害から浮かび上がった女性をめぐる諸問

題の解決だけではなく、性別や年齢を問わず、あらゆる事

態に対応できる防災対策と防災意識の啓発を実施しま

す。 

取り組み① 防災意識向上の学習機会を提供します 

日々における防災に関する意識と知識が、緊急時

にどう行動すべきかに繋がります。そのための知識の

普及と学習機会の提供に努めます。 

取り組み  防災分野での女性の人材登用を進めま

す 

女性をめぐる諸問題の解決のため、地域における

防災現場への人材の配置や、企画・決定過程での

女性の参加を推進します。 

５．環境分野への啓発と参画の推進 

地球環境への負荷がより小さくなるよう環境分野における

意識啓発と、男女の積極的な参画に努めます。 

取り組み① 環境保全に関する情報を提供します 

一人ひとりのライフスタイルを変えることにより、環境

への負荷が小さいものへと変わるといわれています。こ

うした環境保全に関する情報や交流の場の提供と啓

取り組み① 地域コミュニティ活動における男女平等

と男女が共に参加することを促進します 

男女共同参画について地域として取り組み、男女

が平等に、性別による役割分担にしばられず、自ら進

んで活動ができる地域社会づくりをめざします。 

４．防災分野・防災現場への参画推進 

過去の震災被害から浮かび上がった女性をめぐる諸問

題の解決だけではなく、性別や年齢を問わず、あらゆる事

態に対応できる防災対策と防災意識の啓発を実施しま

す。 

取り組み① 防災意識向上の学習機会を提供します 

日々における防災に関する意識と知識が、緊急時

にどう行動すべきかに繋がります。そのための知識の

普及と学習機会の提供に努めます。 

取り組み  防災分野での女性の人材登用を進めま

す 

女性をめぐる諸問題の解決のため、地域における

防災現場への人材の配置や、企画・決定過程での

女性の参加を推進します。 

５．環境分野への啓発と参画の推進 

地球環境への負荷がより小さくなるよう環境分野における

意識啓発と、男女の積極的な参画に努めます。 

取り組み① 環境保全に関する情報を提供します 

一人ひとりのライフスタイルを変えることにより、環境

への負荷が小さいものへと変わるといわれています。こ

うした環境保全に関する情報や交流の場の提供と啓

文言追加
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

発に努めます。 

基本目標 Ⅳ 男女共同参画の視点に基づ

く教育・学習の充実 

  （略） 

基本目標 Ⅴ 生涯にわたる健康の支援 

（略） 

基本目標 Ⅵ 男女共同参画の視点に基づい

た国際交流・協力の推進 
男女共同参画社会の実現は、宗教、歴史、文化、生活習

慣などが違っても、世界共通の課題として、国際的に連携し

て進めなければなりません。それぞれの違いを尊重しながら、

国際的な交流と協力を進めます｡

１．国際交流と国際協力への参画推進 

本市に居住する外国人への支援をはじめ様々な機会を

捉えて国際交流と協力の推進に努めます｡ 

取り組み① 在住外国人への支援をします 

発に努めます。 

基本目標 Ⅳ 男女共同参画の視点に基づ

く教育・学習の充実 

（略） 

基本目標 Ⅴ 生涯にわたる健康の支援 

（略） 

基本目標 Ⅵ 男女共同参画の視点に基づい

た国際交流・協力の推進 
男女共同参画社会の実現は、宗教、歴史、文化、生活習

慣などが違っても、世界共通の課題として、国際的に連携し

て進めなければなりません。 

また、外国人女性が言葉の違い、文化・価値観の違い、

地域における孤立等の困難な状況に置かれることが無いよ

う、国際交流や国際理解、国際協力を進めます｡ 

１．国際交流と国際協力への参画推進 

本市に居住する外国人への支援をはじめ様々な機会を

捉えて国際交流や協力・理解の推進に努めます｡

取り組み① 在住外国人への支援をします

表現の修正 
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

言葉や生活習慣が違っていても、不安なく暮らせる

よう生活や地域活動などの必要な情報の提供と支援

をします。 

取り組み② 国際交流活動を進めます 

国際交流が地域に根付き、幅広い市民が気軽に参

加できるよう関係者、関係団体のネットワークの形成を

支援し、地域ごとの交流活動ができるよう推進します。 

取り組み③ 国際協力への理解を進めます 

国際交流団体との情報交換を積極的に推進し、国

際交流や国際協力の理解・推進のための交流を実施

します。 

基本目標 Ⅶ 女性の職業生活における活

躍の推進 
豊かで活力ある社会の実現のために、自らの意思によっ

て職業生活を営み、または営もうとする女性の個性と能力が

重要です。女性が、職業生活において、その希望に応じて

十分に能力を発揮し、活躍できる環境整備を推進します。 

１．雇用に関する女性登用の推進 

事業主へ女性登用を促し、雇用に関する課題解決への取

り組みを推進します。 

取り組み① 情報の収集と提供を行います

広報紙や市ホームページなどにより、事業主、労働

者双方への情報提供を行います。 

言葉や生活習慣が違っていても、不安なく暮らせる

よう生活や地域コミュニティ活動などの必要な情報の

提供と支援をします。 

取り組み② 国際交流活動を進めます 

国際交流が地域に根付き、幅広い市民が気軽に参

加できるよう関係者、関係団体のネットワークの形成を

支援し、地域ごとの交流活動ができるよう推進します。 

取り組み③ 国際協力への理解を進めます 

国際交流団体との情報交換を積極的に推進し、国

際交流や国際協力の理解・推進のための交流を実施

します。 

基本目標 Ⅶ 女性の職業生活における活

躍の推進 
豊かで活力ある社会の実現のために、自らの意思によっ

て職業生活を営み、または営もうとする女性の個性と能力が

重要です。女性が、職業生活において、その希望に応じて

十分に能力を発揮し、活躍できる環境整備を推進します。 

１．雇用に関する女性登用の推進 

事業主へ女性登用を促し、雇用に関する課題解決への取

り組みを推進します。 

取り組み① 情報の収集と提供を行います 

広報紙や市ホームページなどにより、事業主、労働

者双方への情報提供を行い、女性登用への機運の

醸成を図ります。

文言追加 

表現の修正 
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

取り組み  就労環境づくりを進めます 

女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提

供やその活用と、性別による固定的役割分担意識へ

の配慮、職業生活と家庭生活との両立を図るなどの

必要な環境整備を進めます。 

取り組み③ 事業主への啓発を行います 

女性の活躍のために解決すべき課題に対応する取

り組みを進めるため、事業主への啓発を行います。 

基本目標 Ⅷ 推進体制の確立 
それぞれの施策が効率的かつ着実に実施され、男女共

同参画社会に少しでも近づくことができるよう推進体制を確

立します。 

１．庁内推進体制の強化 

施策が効率的かつ的確に実施され、計画が着実に

推進されるよう推進体制の整備に努めます｡ 

取り組み  就労環境づくりを進めます 

女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提

供やその活用と、性別による固定的役割分担意識へ

の配慮、職業生活と家庭生活との両立できる働き方

改革、育児、介護支援体制の充実など働きたい女性

の就労や雇用に関する必要な環境整備を進めます。 

取り組み③ 事業主への啓発を行います 

女性の活躍のために解決すべき課題に対応する取

り組みを進めるため、事業主への啓発を行います。 

２．自営業等における女性活躍の推進 

自営業や農林水産業への女性が活躍できる環境を推進

します。 

取り組み① 女性の経営へ参画が進むよう啓発を行

います 

女性が意欲をもって生き生きと能力が発揮できるよ

う、社会参画、経営参画が促進されるよう、積極的な

情報提供に努めます。 

基本目標 Ⅷ 推進体制の確立 
それぞれの施策が効率的かつ着実に実施され、男女共

同参画社会に少しでも近づくことができるよう推進体制を確

立します。 

１．庁内推進体制の強化 

施策が効率的かつ的確に実施され、計画が着実に推進さ

れるよう推進体制の整備に努めます｡ 

表現の具体化 

（追加） 

自営業者等への女性活

躍の推進 

⇒道の基本計画に掲げ

られている
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

取り組み① 推進本部と実行組織を整えます 

課題を常に把握するため、会議を定例化し、事案に

応じてプロジェクトチームを編成するなど、実行組織が

柔軟に対応します。 

２．推進管理体制の確立 

施策の進行状況を定期的に検証することにより、施策が

適宜見直され、効率的かつ的確なものとなるよう推進管理

体制の確立に努めます｡ 

取り組み① 実行組織がそれぞれで自己検証を行い

ます 

施策及び事業の自己評価を行い、次の計画策定に

反映させます。 

取り組み② 男女共同参画審議会による検証を行い

ます 

施策及び事業について審議会でのチェックと再評価

を行い、計画を適切に進行管理します。 

３．市民との連携と協力 

男女共同参画社会の実現は、幅広い市民との協働なくし

てはあり得ません。市民との連携と協力に努めます｡ 

取り組み① 市民と行政、市民相互の連携と充実を図

ります 

男女共同参画社会は、法や制度を整えるだけでな

く、一人ひとりの市民が参加してはじめて実現できま

す。市は、女性団体をはじめとする幅広い市民と連

携・協力して、各施策を計画的に進めていきます。 

取り組み① 推進本部と実行組織を整えます 

課題を常に把握するため、会議を定例化し、事案に

応じてプロジェクトチームを編成するなど、実行組織が

柔軟に対応します。 

２．推進管理体制の確立 

施策の進行状況を定期的に検証することにより、施策が

適宜見直され、効率的かつ的確なものとなるよう推進管理

体制の確立に努めます｡ 

取り組み① 実行組織がそれぞれで自己検証を行い

ます 

施策及び事業の自己評価を行い、次の計画策定

に反映させます。 

取り組み② 男女共同参画審議会による検証を行い

ます 

施策及び事業について審議会でのチェックと再評

価を行い、計画を適切に進行管理します。 

３．市民との連携と協力 

男女共同参画社会の実現は、幅広い市民との協働なくし

てはあり得ません。市民との連携と協力に努めます｡ 

取り組み① 市民と行政、市民相互の連携と充実を図

ります 

男女共同参画社会は、法や制度を整えるだけでな

く、一人ひとりの市民が参加してはじめて実現できま

す。市は、女性団体をはじめとする幅広い市民と連

携・協力して、各施策を計画的に進めていきます。
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第２次恵庭市男女共同参画基本計画 中間見直し 新旧対照表（抄） 

現       行 改 正 案（中間見直し） 備   考 

取り組み② 男女共同参画を推進するネットワークを

構築します。 

男女共同参画社会の推進のため、令和元年6月に

市民や企業・団体で設立された「恵庭市男女共同参

画推進協議会」のネットワークを通して、市内で取組

まれている好事例や活動等を情報発信することによ

り、活力ある地域づくりを進めていきます。 

４．道との連携等 

男女共同参画に関する課題等は非常に広範多岐にわた

るため、情報の収集や交換を行うなど道との連携に努めま

す。 

取り組み① 国や道の取り組みへの連携を推進しま

す。 

男女共同参画に関する法律や諸制度など、取り

巻く環境は刻々と変化しています。国や道の取り組

みを注視しつつ、必要な情報等について積極的に

収集が行えるよう連携していきます。

（追加） 

男女共同参画推進協議

会の取り組みを記述 

（追加） 

国や道との連携を明記 
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